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（仮称）地域まちづくりセンターの機能について 

 

 

 
 

 

施設管理 
社会教育 

（公民館機能） 
広報広聴 ｺﾐｭﾆﾃｨ支援 諸証明 

地域の自主的な事業 

（まちづくり協議会交付金） 

 

」 

 

 

 

 

 

 

 

現 在 

（公民館・市民センター） 

市役所（公の業務） 地域の自主的なまちづくり 

市民センター 

施設管理 生涯学習 広報広聴 
地域のまちづく

りの拠点 
 

地域の自主的な事業 

（まちづくり協議会交付金） 

 

公民館 

指定管理者制度の導入 

（（仮称）地域まちセン） 

コンビニエンスストアでの諸証明発行に移行 

（仮称）地域まちづくりセンターの機能 

①地域のまちづくりの拠点 

②広報広聴 

③貸館 

④登録団体による教室の運営 

⑤生涯学習の推進 

 

 

 


